
愛知医療学院短期大学愛知医療学院短期大学愛知医療学院短期大学愛知医療学院短期大学動物実験動物実験動物実験動物実験規程規程規程規程 

（目的）  

第１条 この規程は，愛知医療学院短期大学（以下「本学」という。）において動物実験を計

画及び実施する際に、必要な事項を定めることにより動物実験を科学的かつ倫理的に行うと

ともに、動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を図ることを目的とする。  

 

（定義） 

第２条 この基本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）動物実験等 動物を教育、試験研究、その他の科学上の利用に供することをいう。 

（２）実験動物 動物実験等のため、研究機関等における施設で飼育し、又は保管している哺 

乳類、鳥類及び爬虫類等に属する動物をいう。 

（３）動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。 

（４）動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。 

 

（学長の責務） 

第３条 学長は、動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、動物実験委員会の設置、規程

の策定、動物実験計画の承認、動物実験計画の実施の結果の把握その他動物実験等の適正な実施

のために必要な措置を講じる。 

 

（動物実験委員会の設置）  

第４条 学長は、動物実験委員会（以下「委員会」という。）を設置し、次の各号に掲げる委

員で組織する。  

（１）学長 

（２）動物実験に関して優れた見識を有する教育職員1名以上  

（３）教職員の健康，安全管理等に責任を有する事務職員１名以上 

２ 前項の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合の補欠

の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

３ 委員会は，次に掲げる事項について調査、審議し，助言若しくは勧告する。  

（１） 実験に関する規程の制定及び改廃に関すること。  

（２） 実験計画の立案に関すること。  

（３） 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。  

（４） その他拡散防止措置及び安全確保に関して必要な事項に関すること。  

（５） 動物実験の計画の承認又は却下に関すること。  

（６） 動物実験等実施のための改善措置に関すること。 

 

 



（動物実験計画の立案） 

第５条 動物実験実施者は、動物実験計画を立案し、動物実験計画申請書により学長の承認を受

けなければならない。 

 

（施設・設備）  

第６条 動物実験は，決められた施設内において実施する。学長は，動物実験を適性かつ円滑

に実施するために必要な設備及びその管理に必要な組織体制の整備に努める。  

 

（動物の飼育管理）  

第７条 動物実験実施者は，施設及び設備の適切な維持管理に努めるとともに，実験動物に対

する適正な給餌，給水等の飼育管理を行う。  

２ 前項の規定は，施設に導入するため輸送中のものにも適用されるものとする。又、実験動

物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法の選定に

努める。  

３ 動物実験実施者は、実験動物の導入時から実験が終了するまでの全ての期間にわたって実

験動物の状態に変化がないか観察し、異常や死亡が発見された場合には、適切な処置を施す。  

 

（実験終了後の措置）  

第８条 動物実験実施者は、実験を終了し、又は中止したことにより実験動物が不要となった

ときは、苦痛を与えないように麻酔薬の投与又はその他適切な方法によって速やかに処分す

る。  

２ 動物実験実施者は、実験を終了、中止して前２項の処置を完了したときは、速やかに動物

実験報告書を委員会に提出する。  

 

（雑則） 

第９条 実験動物に対し供養をするため、年１回動物供養祭を行う。 

 

附 則  

この規程は，平成２３月８月１日から施行する。  


